
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
遺
留
金
品
の
処
分
）

（
遺
留
金
品
の
処
分
）

第
二
十
二
条

保
護
の
実
施
機
関
が
法
第
七
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
遺
留
の
物
品
を
売
却
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

第
二
十
二
条

保
護
の
実
施
機
関
が
法
第
七
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
遺
留
の
物
品
を
売
却
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
競
争
入
札
に
附
さ

２

保
護
の
実
施
機
関
が
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
遺
留
の
金

品
を
保
護
費
に
充
当
し
て
、
な
お
残
余
を
生
じ
た

と
き
は
、
保
護
の
実
施
機
関
は
、こ
れ
を
保
管
し
、

速
や
か
に
、
相
続
財
産
管
理
人
の
選
任
を
家
庭
裁

判
所
に
請
求
し
、
選
任
さ
れ
た
相
続
財
産
管
理
人

に
こ
れ
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
民
法
第
四
百

九
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
残
余
の
遺
留
の

金
品
を
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

保
護
の
実
施
機
関
が
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
遺
留
の
金

品
を
保
護
費
に
充
当
し
て
、
な
お
残
余
を
生
じ
た

と
き
は
、
保
護
の
実
施
機
関
は
、こ
れ
を
保
管
し
、

す
み
や
か
に
、
相
続
財
産
管
理
人
の
選
任
を
家
庭

裁
判
所
に
請
求
し
、
選
任
さ
れ
た
相
続
財
産
管
理

人
に
こ
れ
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
一
般
競
争
入
札
、指
名
競
争
入
札
、

随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
の
方
法
に
よ
り
契
約
を

締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
有
価
証
券
及
び
見

積
価
格
千
円
未
満
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。
競
争
入
札
に
附
し
て
も
落
札
者
が
な

か
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
大
都
市
の
特
例
）

（
大
都
市
の
特
例
）

第
二
十
四
条

生
活
保
護
法
施
行
令
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二

条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都

市
」
と
い
う
。）が
生
活
保
護
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
中
「
都
道
府

県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」と
、

第
七
条
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市

以
外
の
市
町
村
」
と
、「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る

の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
十
条
（
第
二

項
及
び
第
四
項
に
限
る
。）、
第
十
条
の
六
（
第
二

項
に
限
る
。）か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条

（
第
三
項
に
限
る
。）か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定

中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市

の
市
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条

生
活
保
護
法
施
行
令
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い

う
。）が
生
活
保
護
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
七
条

中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
以
外
の

市
町
村
」
と
、「
都
道
府
県
知
事
」と
あ
る
の
は「
指

定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
十
条
（
第
二
項
及
び
第

四
項
に
限
る
。）、第
十
条
の
六（
第
二
項
に
限
る
。）

か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
（
第
三
項
に

限
る
。）か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
中
「
都
道
府

県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久




